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を
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る
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港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

案

） 

 
港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

七

年

教

育

委

員

会

規

則

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

九

条

第

一

号

中

「

（

そ

の

額

を

支

給

月

数

で

除

し

て

得

た

額

が

五

万

五

千

円

を

超

え

る

と

き

は

、

五

万

五

千

円

に

支

給

月

数

を

乗

じ

て

得

た

額

）

」

を

削

る

。 

 

第

十

条

中

「

、

幼

稚

園

を

異

に

す

る

異

動

又

は

幼

稚

園

の

移

転

（

以

下

「

異

動

等

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

、

異

動

等

の

直

前

の

通

勤

時

間

（

新

幹

線

鉄

道

等

の

特

別

急

行

列

車

そ

の

他

の

交

通

機

関

（

以

下

「

新

幹

線

鉄

道

等

」

と

い

う

。

）

を

利

用

せ

ず

に

、

通

常

の

通

勤

の

経

路

及

び

方

法

に

よ

り

通

勤

す

る

も

の

と

し

た

場

合

に

要

す

る

通

勤

時

間

と

す

る

。

以

下

こ

の

条

及

び

第

十

四

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

二

分

の

三

以

上

の

通

勤

時

間

を

要

す

る

こ

と

と

な

る

職

員

の

う

ち

」

を

削

り

、

「

者

」

の

下

に

「

（

新

幹

線

鉄

道

等

の

特

別

急

行

列

車

そ

の

他

の

交

通

機

関

（

以

下

「

新

幹

線

鉄

道

等

」

と

い

う

。

）

の

利

用

に

よ

り

通

勤

事

情

の

改

善

が

認

め

ら

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

一

条

第

一

項

中

「

異

動

等

」

を

「

幼

稚

園

を

異

に

す

る

異

動

又

は

幼

稚

園

の

移

転

（

以

下

「

異

動

等

」

と

い

う

。

）

」

に

、

「

お

い

て

、

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

変

更

が

生

じ

な

い

と

き

の

当

該

転

居

後

の

」

を

「

お

け

る

次

に

掲

げ

る

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

変

更

が

生

じ

な

い

と

き

の

当

該

転

居

後

の

住

居 

 

二 

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

変

更

が

生

じ

る

と

き

の

当

該

転

居

後

の

住

居

で

あ

っ

て

次

に

掲

げ



る

も

の 

 
 

イ 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

直

前

の

住

居

か

ら

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

の

起

点

と

な

る

駅

等

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

旧

最

寄

り

駅

等

」

と

い

う

。

）

と

、

当

該

転

居

後

の

住

居

か

ら

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

の

起

点

と

な

る

駅

等

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

新

最

寄

り

駅

等

」

と

い

う

。

）

と

が

、

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

お

い

て

隣

接

し

て

い

る

場

合

に

お

け

る

当

該

転

居

後

の

住

居 

 
 

ロ 

イ

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

旧

最

寄

り

駅

等

と

新

最

寄

り

駅

等

と

の

間

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

片

道

の

通

勤

経

路

の

距

離

が

八

十

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

の

範

囲

内

に

あ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

転

居

後

の

住

居 

 

三 

前

二

号

に

掲

げ

る

住

居

の

ほ

か

、

任

命

権

者

が

こ

れ

ら

に

準

ず

る

住

居

で

あ

る

と

認

め

る

も

の 

 

第

十

三

条

の

見

出

し

中

「

特

別

料

金

等

の

二

分

の

一

相

当

額

」

を

「

特

別

料

金

等

相

当

額

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

特

別

料

金

等

の

額

の

二

分

の

一

の

額

に

相

当

す

る

額

（

以

下

「

特

別

料

金

等

の

二

分

の

一

相

当

額

」

と

い

う

。

）

」

を

「

特

別

料

金

等

相

当

額

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

特

別

料

金

等

の

二

分

の

一

相

当

額

」

を

「

特

別

料

金

等

相

当

額

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。 

（

給

料

表

の

適

用

の

直

前

の

住

居

に

相

当

す

る

住

居

） 

第

十

三

条

の

二 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

住

居

は

、

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

と

な

っ

た

日

以

後

に

転

居

す

る

場

合

に

お

け

る

次

に

掲

げ

る

住

居

と

す

る

。 

 

一 

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

変

更

が

生

じ

な

い

と

き

の

当

該

転

居

後

の

住

居 



 

二 

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

変

更

が

生

じ

る

と

き

の

当

該

転

居

後

の

住

居

で

あ

っ

て

次

に

掲

げ

る

も

の 

 
 

イ 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

直

前

の

住

居

か

ら

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

の

起

点

と

な

る

駅

等

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

旧

最

寄

り

駅

等

」

と

い

う

。

）

と

、

当

該

転

居

後

の

住

居

か

ら

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

の

起

点

と

な

る

駅

等

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

新

最

寄

り

駅

等

」

と

い

う

。

）

と

が

、

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

通

勤

経

路

に

お

い

て

隣

接

し

て

い

る

場

合

に

お

け

る

当

該

転

居

後

の

住

居 

 
 

ロ 

イ

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

旧

最

寄

り

駅

等

と

新

最

寄

り

駅

等

と

の

間

の

新

幹

線

鉄

道

等

に

よ

る

片

道

の

通

勤

経

路

の

距

離

が

八

十

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

の

範

囲

内

に

あ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

転

居

後

の

住

居 

 

三 

前

二

号

に

掲

げ

る

住

居

の

ほ

か

、

任

命

権

者

が

こ

れ

ら

に

準

ず

る

住

居

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の 

（

任

用

の

事

情

等

を

考

慮

す

る

職

員

） 

第

十

三

条

の

三 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

任

用

の

事

情

等

を

考

慮

し

て

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

で

、

第

十

条

に

規

定

す

る

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

な

け

れ

ば

通

勤

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

者

（

新

幹

線

鉄

道

等

の

利

用

に

よ

り

通

勤

事

情

の

改

善

が

認

め

ら

れ

る

も

の

に

限

る

。)

と

す

る

。 

 

一 

新

た

に

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

と

な

っ

た

者

（

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

な

い

職

員

、

他

の

地

方

公

共

団

体

の

職

員

、

国

家

公

務

員

等

で

あ

っ

た

者

か

ら

人

事

交

流

等

に

よ

り

引

き

続

い

て

給

与

条

例

の



適

用

を

受

け

る

職

員

と

な

っ

た

者

（

次

号

及

び

第

三

号

に

お

い

て

「

人

事

交

流

等

職

員

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

の

う

ち

、

当

該

適

用

の

直

前

の

住

居

と

所

在

す

る

地

域

を

異

に

す

る

幼

稚

園

に

在

勤

す

る

こ

と

と

な

っ

た

者 

 

二 

人

事

交

流

等

職

員

の

う

ち

、

当

該

適

用

の

直

前

の

勤

務

地

と

所

在

す

る

地

域

を

異

に

す

る

幼

稚

園

に

在

勤

す

る

こ

と

と

な

っ

た

こ

と

に

伴

い

、

通

勤

の

実

情

に

変

更

を

生

ず

る

職

員 

 

三 

人

事

交

流

等

職

員

の

う

ち

、

給

与

条

例

の

適

用

外

で

あ

っ

た

者

と

し

て

の

在

職

を

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

と

し

て

の

在

職

と

、

そ

の

間

の

勤

務

箇

所

を

給

与

条

例

第

十

五

条

第

三

項

の

幼

稚

園

と

み

な

し

た

場

合

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

前

か

ら

引

き

続

き

同

項

に

規

定

す

る

職

員

た

る

要

件

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

職

員 

第

十

四

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

均

衡

職

員

の

範

囲

） 

第

十

四

条 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

通

勤

手

当

を

支

給

さ

れ

る

職

員

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

と

し

て

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

職

員

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

（

第

十

条

に

規

定

す

る

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

な

け

れ

ば

通

勤

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

者

で

あ

り

、

か

つ

、

新

幹

線

鉄

道

等

の

利

用

に

よ

り

通

勤

事

情

の

改

善

が

認

め

ら

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

と

す

る

。 

 

一 

満

十

八

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

子

を

養

育

す

る

た

め

、

子

の

養

育

に

係

る

事

情

に

よ

り

そ

の

事

情

を

考

慮

し

た

地

域

の

住

居

に

転

居

し

た

職

員

で

、

当

該

転

居

後

の

住



居

（

当

該

転

居

の

日

以

後

に

当

該

地

域

へ

転

居

す

る

場

合

に

お

け

る

当

該

日

以

後

の

転

居

後

の

住

居

を

含

む

。

）

か

ら

の

通

勤

の

た

め

、

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

、

そ

の

利

用

に

係

る

特

別

料

金

等

を

負

担

す

る

こ

と

を

常

例

と

す

る

も

の

（

当

該

子

の

養

育

を

行

っ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

） 

 

二 

職

員

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

父

母

（

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

要

介

護

認

定

を

受

け

て

い

る

者

に

限

る

。

）

の

介

護

に

伴

い

、

当

該

父

母

の

住

居

又

は

そ

の

近

隣

住

居

に

転

居

し

た

職

員

で

、

当

該

転

居

後

の

住

居

（

当

該

転

居

の

日

以

後

に

当

該

父

母

の

住

居

又

は

そ

の

近

隣

の

住

居

を

転

居

す

る

場

合

に

お

け

る

当

該

日

以

後

の

転

居

後

の

住

居

を

含

む

。

）

か

ら

の

通

勤

の

た

め

、

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

、

そ

の

利

用

に

係

る

特

別

料

金

等

を

負

担

す

る

こ

と

を

常

例

と

す

る

も

の

（

当

該

父

母

の

介

護

を

行

っ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

） 

 

三 

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

異

動

等

（

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

が

職

員

で

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

異

動

等

に

相

当

す

る

も

の

を

含

む

。

）

に

伴

い

、

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

と

生

活

を

共

に

す

る

た

め

、

職

員

及

び

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

通

勤

を

考

慮

し

た

地

域

の

住

居

に

転

居

し

た

職

員

で

、

当

該

転

居

後

の

住

居

（

当

該

転

居

の

日

以

後

に

当

該

地

域

へ

転

居

す

る

場

合

に

お

け

る

当

該

日

以

後

の

転

居

後

の

住

居

を

含

む 

 
 

か

ら

の

通

勤

の

た

め

、

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

、

そ

の

利

用

に

係

る

特

別

料

金

等

を

負

担

す

る

こ

と

を

常

例

と

す

る

も

の

（

当

該

配

偶

者

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

と

生

活

を

共

に

し

て

い

る

も

の

に

限

る

。

） 

 

。

） 



 

四 

給

与

条

例

第

十

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

新

幹

線

鉄

道

等

の

利

用

に

係

る

特

別

料

金

等

に

係

る

通

勤

手

当

を

支

給

さ

れ

る

職

員

か

ら

引

き

続

い

て

満

十

八

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

子

を

養

育

す

る

た

め

、

子

の

養

育

に

係

る

事

情

に

よ

り

そ

の

事

情

を

考

慮

し

た

地

域

の

住

居

に

転

居

し

た

職

員

、

職

員

若

し

く

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

父

母

（

介

護

保

険

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

要

介

護

認

定

を

受

け

て

い

る

者

に

限

る

。

）

の

介

護

に

伴

い

、

当

該

父

母

の

住

居

若

し

く

は

そ

の

近

隣

住

居

に

転

居

し

た

職

員

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

異

動

等

（

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

が

職

員

で

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

も

の

を

含

む

。

）

に

伴

い

、

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

と

生

活

を

共

に

す

る

た

め

、

職

員

及

び

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

通

勤

を

考

慮

し

た

地

域

の

住

居

に

転

居

し

た

職

員

で

、

養

育

若

し

く

は

介

護

の

終

了

等

又

は

配

偶

者

若

し

く

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

と

生

活

を

共

に

し

な

く

な

っ

た

こ

と

等

に

伴

い

、

直

前

に

居

住

し

て

い

た

住

居

に

再

び

転

居

し

た

も

の

の

う

ち

、

給

与

条

例

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

若

し

く

は

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

で

、

当

該

転

居

後

の

住

居

か

ら

の

通

勤

の

た

め

、

新

幹

線

鉄

道

等

を

利

用

し

、

そ

の

利

用

に

係

る

特

別

料

金

等

を

負

担

す

る

こ

と

を

常

例

と

す

る

も

の 

 

五 

前

各

号

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

給

与

条

例

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

通

勤

手

当

を

支

給

さ

れ

る

職

員

と

の

均

衡

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

と

し

て

任

命

権

者

が

定

め

る

職

員 

 

第

十

五

条

第

一

項

中

「

第

十

五

条

第

五

項

」

を

「

第

十

五

条

第

六

項

」

に

改

め

る

。 



 

第

十

七

条

第

三

項

中

「

第

十

五

条

第

二

項

第

一

号

又

は

第

三

号

」

を

「

第

十

五

条

第

五

項

」

に

、

「

五

万

五

千

円

」

を

「

十

五

万

円

」

に

改

め

る

。 

 
 

 
付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

均

衡

職

員

等

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

十

三

条

の

二

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

さ

れ

た

転

居

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

３ 

改

正

後

の

規

則

第

十

四

条

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

規

定

は

、

施

行

日

前

に

こ

れ

ら

の

号

に

掲

げ

る

職

員

と

な

っ

た

者

（

こ

れ

ら

の

号

に

規

定

す

る

当

該

日

以

後

に

転

居

を

し

た

も

の

を

除

く

。

）

に

も

適

用

す

る

。 



港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
） 

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
） 

第
九
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
九
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
自
転
車
等

を
使
用
す
る
距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
そ
の

距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け

れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員 

運
賃
等
相
当
額
及
び

同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

一 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
自
転
車
等

を
使
用
す
る
距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
そ
の

距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け

れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員 

運
賃
等
相
当
額
及
び

同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し

て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を

乗
じ
て
得
た
額
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
） 
（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
） 

第
十
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な

第
十
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
幼
稚
園
を
異
に
す
る
異
動
又
は
幼
稚
園
の
移
転
（
以
下
「
異
動
等
」

令和７年８月２８日 

教育委員会議案資料 No.７-２ 



け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
新
幹
線
鉄
道
等
の

特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）

の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

と
い
う
。
）
に
よ
り
、
異
動
等
の
直
前
の
通
勤
時
間
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別

急
行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
を
利

用
せ
ず
に
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
要
す
る
通
勤
時
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
う
ち
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
） 

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
） 

第
十
一
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
住
居
は
、
幼
稚
園
を
異
に
す
る
異
動
又
は
幼
稚
園
の
移
転
（
以
下
「
異
動

等
」
と
い
う
。
）
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
住
居
と

す
る
。 

第
十
一
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
住
居
は
、
異
動
等
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄
道

等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
と
す

る
。 

 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居

後
の
住
居 

 

 

二 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後

の
住
居
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 
 

イ 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線

鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹

線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤

 



経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間

の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
片
道
の
通
勤
経
路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で

あ
る
と
認
め
る
も
の 

 

 
 

（
中
略
） 

 

 
 

（
特
別
料
金
等
相
当
額
の
算
出
の
基
準
） 

（
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
の
算
出
の
基
準
） 

第
十
三
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
相
当
額
の

算
出
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

が
運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
よ
る
特
別
料
金
等
の
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の
二

分
の
一
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
」
と

い
う
。
）
の
算
出
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経

路
及
び
方
法
が
運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ

合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
る
特
別
料
金
等
の
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
特
別
料
金
等
相
当
額
の
算
出
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
た
だ
し
、
定
期
券
の
価
額
に
基
づ
き
特
別
料
金
等
相
当
額
を
算
出
す

る
場
合
に
は
、
当
該
経
路
に
つ
い
て
発
行
さ
れ
る
六
箇
月
以
内
の
最
長
の
通
用

期
間
の
定
期
券
の
価
額
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
の
算
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
定
期
券
の
価
額
に
基
づ
き
特
別
料
金
等
の
二

分
の
一
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
経
路
に
つ
い
て
発
行
さ
れ
る
六

箇
月
以
内
の
最
長
の
通
用
期
間
の
定
期
券
の
価
額
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。 

（
給
料
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
） 

 

第
十
三
条
の
二 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
住
居
は
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
転
居
す

 



る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
。 

 

一 
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居

後
の
住
居 

 

 

二 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後

の
住
居
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 
 

イ 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線

鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹

線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤

経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間

の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
片
道
の
通
勤
経
路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で 

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 

（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
す
る
職
員
） 

 

第
十
三
条
の
三 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
用
の
事
情
等
を
考

慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
で
、
第
十
条

に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認

め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。)

と
す
る
。 

 



 
一 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
（
給
与
条
例
の
適
用

を
受
け
な
い
職
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国
家
公
務
員
等
で
あ
っ

た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職

員
と
な
っ
た
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域

を
異
に
す
る
幼
稚
園
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

 

 

二 

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地

域
を
異
に
す
る
幼
稚
園
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の

実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員 

 

 

三 

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
の
適
用
外
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の

在
職
を
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
の
在
職
と
、
そ
の
間
の
勤

務
箇
所
を
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
幼
稚
園
と
み
な
し
た
場
合
に
、
給

与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
前
か
ら
引
き
続
き
同
項
に
規
定
す
る
職
員
た
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員 

 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
） 

（
均
衡
職
員
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ

る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
第
十
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道

等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ

り
、
か
つ
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

第
十
四
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の

均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
職
員
と
す
る
。 

一 

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

一 

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国



る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
子
の
養
育
に
係
る
事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮

し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居

の
日
以
後
に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居

後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、

そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当

該
子
の
養
育
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

家
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
給
与
条

例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す

る
地
域
を
異
に
す
る
幼
稚
園
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
当

該
適
用
前
の
通
勤
時
間
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と

な
る
者
の
う
ち
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
（
給
与
条
例
の

適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹

線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当

該
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ

の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の 

二 

職
員
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父

母
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
介
護
に
伴
い
、
当

該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の

住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
の
住
居
を

転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら

の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金

等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
父
母
の
介
護
を
行
っ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
へ
の
転
居
に
伴
い

単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
、
転
居
前
の

住
居
か
ら
の
通
勤
時
間
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と

な
り
、
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が

第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の 

 

三 

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
異
動
等
（
配
偶
者
又

は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三 
そ
の
他
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者 



異
動
等
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
職
員
及
び
配
偶
者
又
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転

居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
地
域

へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か

ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

四 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る

特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
満
十

八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養

育
す
る
た
め
、
子
の
養
育
に
係
る
事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮
し
た
地
域

の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
、
職
員
若
し
く
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
（
介
護
保
険
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母

の
住
居
若
し
く
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
又
は
配
偶
者
若
し
く
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
異
動
等
（
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
職
員
及
び
配
偶
者
若
し
く
は

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転

居
し
た
職
員
で
、
養
育
若
し
く
は
介
護
の
終
了
等
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
し
な
く
な
っ
た
こ
と
等
に

 



伴
い
、
直
前
に
居
住
し
て
い
た
住
居
に
再
び
転
居
し
た
も
の
の
う
ち
、
給
与

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該

転
居
後
の
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利

用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の 

 

五 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員 

 

 
 

（
異
動
等
事
由
） 

（
異
動
等
事
由
） 

第
十
五
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
事
由
（
以
下
「
異
動
等
事
由
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 

第
十
五
条 

給
与
条
例
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
事
由
（
以
下
「
異
動
等
事
由
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

第
十
七
条 

（
略
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
勤
手
当
の
額
が
給
与
条
例
第
十
五
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
、
算
出
さ
れ
た
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額

が
十
五
万
円
を
超
え
る
た
め
に
、
十
五
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が

３ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
勤
手
当
の
額
が
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二

項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
、
算
出
さ
れ
た
額
を
支
給
月

数
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
た
め
に
、
五
万
五
千
円
に
支
給



支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
の
前
条
第
二
号
の
返
納
額
は
、
十
五
万
円
に
残
り
の
支

給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
の
前
条
第
二
号
の
返
納
額

は
、
五
万
五
千
円
に
残
り
の
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
均
衡
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
こ

の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

３ 

改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
施

行
日
前
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
者
（
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す

る
当
該
日
以
後
に
転
居
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
も
適
用
す
る
。 

 

 
 

 



教育人事企画課 

 

港区幼稚園教育職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則等について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目  的 

令和７年第２回定例会において、昨今の社会情勢における職員人材の確保のた

め、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正の議案を提出し、可決さ

れました。条例の改正に伴い、関連する「港区幼稚園教育職員の通勤手当に関す

る規則」及び「港区幼稚園教育職員の通勤手当支給規程」を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）支給限度額 

１か月当たりの通勤手当の支給限度額を５万５，０００円から１５万円に引

き上げます。 

（２）特別料金等相当額の支給要件緩和 

  ア 職員が通勤のために新幹線等を利用する場合における特別料金等相当額に

ついて、要する費用の２分の１又は２万円のいずれか低い額とする条件を

廃止し、支給限度額の範囲内で全額支給します。 

イ 新規採用及び人事交流等により支給要件を満たす場合には、新幹線等の

利用に係る通勤手当を支給します。また、均衡職員の範囲を以下の通り

拡充します。 

（ア）子を養育に係る事情を考慮した地域の住居に転居した職員 

（イ）職員又は配偶者若しくはパートナーシップの相手方（以下、配偶者等と

いう）の父母の介護に伴い、当該父母の住居又はその近郊住居に転居した

職員 

（ウ）配偶者等と生活を共にするため、配偶者等の通勤を考慮した地域の住居

に転居した職員 

 

３ 施行期日 

  令和７年１０月１日 

令和７年８月２８日 

教育委員会議案資料 No.７-３ 

審議内容 

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、関連する「港区幼稚

園教育職員の通勤手当に関する規則」及び「港区幼稚園教育職員の通勤手当支給規

程」の一部を改正します。 


